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戊成新政を武ノJで圧殺した清朝の保守反illJJ政治はk*先きしなかった。 〉ヒ緒�� (l89m年、

華北に欧米列強の侵略に講義する義和国の排外逆差)]が起こり\ 凶λJs-ら清朝1似守派がこれ

を利用して列強の中国からの駆逐を企図したため、 Hカ|五jj主イミJI1の北京占領という事態を

招き、 翌26 (900)年、 清朝政府は列強に屈服して辛丑和約を締結、 巨額の賠償金の支払

いと政府改革の実施を義務づけられた。 その結果清朝政府は\ かつて武力で必定した変法

に自ら取り組まざるを得なくなる。

光緒27 (901)年i月、 西太后は・内外大臣および各省督撫に対し改革案の提山を命令\

それをうけて多くの上奏がなされるが、 それらはいずれも変法には興学育材が不吋タくだと

して、 大胆な教育改革を実施するよう提言していた。 なかでも最も影響力があったのは\

両江総督・劉坤一及び湖広総督・張之洞が共同で3固にわたり提案した「会奏変法自強三

疏」である。 第一疏の中で彼らは、 専ら教育改革について論じ、 次のような具体策を建議

するのである。

(1)文武学堂の設置-小・中学堂から専門学堂、 武備学堂\ 大学堂に至る近代学校教

育を系統的に導入し、 学堂の卒業生を科挙試験合格者に準じて優遇する。

(2)科挙制度の改革-八股文による試験をやめ、 試験内容を時務策など実 際的なもの

に改めるとともに、 科挙合格者の数を漸次削減し、 それを学堂出身者からの官吏登用

に切り替えてし1く。 武科挙は即時廃止する。

(3)海外留学の奨励-学堂の早急な設立は困難なので、 そのかわりに海外留学を奨励

し、 留学帰国者には科挙出身者と同等の資格を授与する。 また、私費留学も官費留学

と同じ待遇をする。

これらのうち\ 彼らが特に重点施策として実施するよう提唱したのが、|二l本への留学生

派遣であった。 また彼らの近代学校‘教育推進の主張\ つまり学堂の設置推進の主張は主に

小・中学堂から専門学堂や武備学堂までであって、 師範教育については触れていなかった。

これが正式に現実的なものとして日の目を見るのは\ 光緒28 (1902)年の|欽定学堂章

程」の発布である。

清朝政府は、 光緒27(901)年8月から翌年初めにかけて、 劉坤一一\ 張之凋等の上奏に基

づき\各省に対し旧来の書院をそれぞれ近代学校に改組することを命じ、 そのモデルとし

て義和団事件で閉鎖されていた京師大学堂を再開させるとともに、 科挙制度は武備を廃止
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して文科のみとし、 その試験内容は八股文をやめて11寺務策に改めるよう決定したり また各

省に対し、学生を選抜して海外\ ことに日本に、 留学生として派遣するよう命令を発した。

そして光緒28 (902)年には、教育改革のための施策として「欽定学 堂 章 作 | を発布した。

その学制は( 1一表2)の通りである。

学令 は 合計 6 項で、次のようなもので あった。

(1)京師大学堂章程(2)考選入学章程(3)高等学堂章程(4)中学堂章程(5)小学堂章程

(6)蒙学堂章程。

こ の学令に照らしてみると\ 教育の完成に至る道程は3段 7 級 に 分かれている。 第 l 段

階は初等教育であり、 これは蒙学堂- 尋常学堂・ 高等小学堂の3等級に分かれている。 第

2段階は中等教育で\ これにはただl等級しかない。 第3段階は高等教育であって\ これ

は高等学堂あるいは大学予備科 ・大学堂・大学院の3等級に区分されている() 象学堂とい

うのは私塾の改良されたものであり\ 規定によると児童は5歳でここに入学し" 9歳で尋

常初等小学堂に進級" 12歳で高等小学堂に入学、15歳で中等学堂に進み、l�歳で高等学堂

あるいは大学予備科に入り、21歳で大学堂に入学、さらに3年後には大学院に進むことも

できる。 最初に学堂に入ってから、大学を卒業するまで合計20年である。 大学堂は3年で

卒業するが、中に政科・芸科の2科がある。 大学院は高等深淵な学術の研究機関であって、

学習 に期限はない。 これ以外 に実業教育があり、 中 等実業と高等実業の2等級に分かれ て

いる。 この学令は師範学堂の附設が定められ、師範学堂( 4年)と師範館( 4年)'\ つま

り中等と高等の2等級に区分されている。 この師範学堂- 師範館は政府が\ 初めて正式に

師範教育の系統を規定 し たもので あ る が、しかし単に政府直系の各学堂内に附属設置する

だけ の こ とで あ っ て、 独立した単一 ーの組織体としての存在ではなか っ た 。

「最近刑年中国教育史」の著者である陳啓天は、 中国近代教育史の萌芽期を欽定学堂章程

の制定以前の 時点 ま でとし、欽定学堂章程以後は近代教育の 「 建立期 」 の 中に包括 し て説

明 し ている。 余書麟著 の 「中国教育史 」 もまた、欽定学堂章程の制定期までを新教育の萌

芽期 と し、奏定学堂章程制定以降の時期はこれを新教育の 「 確立期 」の中に包 んで説術を

試み ている。 し か し ながらこの学堂章程には、 京師大学堂章程、蒙学堂章程などの各章程

が あるが、師範学堂 に関する 一章程は な い。 ただ\ 高等学堂に仕学館( 科挙合格者研修の

ための教育機関)を附設することが認められており、中学堂教員を養成する師範学堂の1�1

設 は必須と な っ ている。 この よ うに、高等学堂の中には、師範学堂の附設科 目 と し て定め

ていた。 その間の状況については陳青之著の「中国教育史」が「光緒28年になると、張百

n.ぺUnぺU



しかしそれはただ" I白;系学情の問、j照の欽定学堂章程が初めて正式に師範教育を規定した。

(泊� 36) " と説明しているし設機関に過ぎず、 まだ独立的な組織にはなっていなかった。

陳啓天著の「最近J 11・年中国教育史」が「光緒28年、 奏定学堂章程が " '-I-l学に!jili範を附設

4年で卒業させる。 高等学堂に!5rn範及び大学: It�� ßrli範館を貢・監・慶を募集して入学させ、

しかし独立的な組織ではなと規定したり附設して、 挙・貢・生監を募集して入学させる日

(注37)、 制定としてはほぼ了解することができる。 要い。 」と記述するところがあって

そのための機関の設定はしなければならないとしながするに、師範教育の必要性を認め\
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らも、 それを中学堂、 高等学堂、 大学堂など‘直系各級学堂の|町、Jr&機|剰としてのtiltkiiにとど

め、 独立の教員養成学校の設定を考えていないところに欽定学堂単程におけるnlllぬ教育の

特徴があった。

以上の分析からみれば、 「欽定学堂章程」の発布は中国近代教育!史において近代教育の

「建立期」あるいはI確立期」と言えるが\ しかしながら師範教育という点においてはま

だ「萌芽期」中に包含されていると言えるであろう。 と言うのは\ 形式上師範学堂を中学

堂・高等学堂の附設学堂として定めてはいるものの\ 独立した教育組織にはなっていな

かったからである。 師範館の学生は\ 高等学堂と同じく、 中学堂卒業生を採ることとして

いる。修業年限は、 師範館が師範学堂と同じで4年になっている。

また、師範教育の授業科目から見ると、 普通中学堂・ 高等学堂とほぼ同じであるが\ た

だ、「教育学」一科目だけを加えている。 これは「欽定学堂章程|の第 挙、 |全学綱

領」の第九節にはっきり規定されている( r師範館照原奏招考挙貢生監入学長卒業\ 其功課

如普通学而加入教育一門. . • . J ・注38))。 つまり\ 師範館の学生は挙人 - 貞性などから

募集すること、その授業科目は普通学と同じくするが、ただ教育学一科目を増加することの

この師範教育の授業科目は( 1 表8)の通りであるの

次に、 「欽定学堂章程」下における師範教育の高等と中等2段階の教育それぞれの代表

的な教育機関の状況を概観する。

まず\ 当時の高等学堂・大学堂附設の教員養成機関として、 京師大学堂の師範館を分析

してみたい。

(-)京師大学堂の師範館

京師大学堂は北京大学の前身で、清末における大学教育の発端とも言える。 その創設は

1898年であるが\ 義和団事件のため中断された。 翌1899年の末に再開され、 I欽定学堂章

程」によって近代的な教育体制における頂点、として位置づけられた(注39)。

次に\学堂成立の経緯から、京師大学堂の師範館創立の理論的基礎が何であるか、 来rr式

教育と科挙が如何に合致したか等を考慮していきたいの

光緒22(1896)年6月12日、刑部左侍郎の李瑞殺は朝廷にーヒ委した|請惟jよ学校摺」の

中で、史上初めて京師大学堂の創設を提案した(注40)。 実際には梁啓超が起車したとい

われるこの上奏文は、京師\ すなわち首都および各省・府 - 州 -県にあ まねく学堂を設け

ることにより\府州県学、 省学、 京師大学堂の3級からなるトータルな教育制度の導入を
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近代的学校制度創設運動の始まりと見るべきものであったっ唱えたものであり

こ の上奏文に記 さ れた京 師 大学屯の構想は\ 次の よ うなものである。

まず学生としては挙人、 貢生、 生員、監生の30歳以下の括を選抜して入学させる他" )Jと

師の官吏で学習を希望する者も入学を認める。 学習の内谷は|経 ・史・ f市15みえび字故(�

これを補うものとして「天文・ 輿地 ・ 算苧-格致・製造 - j長桑・ 兵故)の諸書」が王で

-鉱・時事・交渉」などの書を教え、修業期限は3年とする。 大学堂運営の経費について

粗末 な もので聞に 合 わ せ 、 簡 単 ににする よ うな こ とは、 京師 は 「 首善の 区 J である か ら

規模も相毎年 10万 両余りを支出すべき だとする。 そ れだ け あればは宜しくないとして

|二泰文にはI}誠蓄楼を設け\ 機器ノ な ものに な りうると予測してい る のであ る。 この他、

(修了者を) 遊歴 に 選抜 ・ 派遣 する 」 と いう院を創り、 訳書局を開き、広く報館を立て、

「十年後には、 有用な

賢人俊才が廷に満ちるであろうJと、 自信と楽観に溢れた言葉で上奏文は結ばれている。

5つの提案も盛り込まれている。 こうした構偲が悉く実現すれば\

( r IIJ注Jili代教台史民料雌編』

師範館の授業科目
f欽定学堂章、程 、 欽定大学堂章程l

上海教育出版社P . 242) 
出所

( 1 -表3 ) 
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光緒帝はこの上奏文について詮議するよう総理術門にIIJIしたが、 ボ151fi大学'羊の設立は有

一局の拡充に関わる事項ということから、 管理宮喜局大凶の係家 が復奏することになっ

た。孫家 の6ヵ条からなる上奏文(注41)には\ 次のような幾つかの興味深い指愉が児

られる。

まず建学の主旨についての部分では" r中国は:ú.千年来\ l二割lドが相次ぎ" I改教は盛んで

輝かしいのであるから、 日本のように己を姶てて他人を倣い、 自らの学を棄てた(くして西

洋の法を学ぶことは決してできなし\Jとし、 京師大学堂でも|中学(中国の学問、 つまり

τl学)を主とし、 西学(西洋の学問\ つまり洋学) を輔けlとし、 11中学を体とし\ 商学

を用」としなければならないと述べている。 í中学をもって凶学を網羅するのであって\

西学をもって中学を凌駕することはできなしリというのである。

張之洞の『勧学篇』もこのような考え万に立って\ その教育思想の理論を展倒している

( 注 42) 。彼は当 時の代表的な中体西用論者であり、 中 国の近 代教育 を語 る ヒ で\ 重 要 な

人物である。 彼の経歴を簡単にみてみよう。

張之洞(1837'"'"' 1909年)は、 清末教育改革のリーターのひとりで\ 大津の生まれの lHö::1

年\抜群の成績で進士に合格、 翰林院編修となり、 以後十数年にわたり湖北学政、ネし部侍

郎など、 学問・教育機関の官職を歴任した。 対外強硬策で知られ、1882年山西巡撫、 つい

で両江総督に抜擢され、 軍備の近代化や財政整理、 産学振興に努める一方、 電報学堂など

新式学堂の設立にあたり、 洋務派官僚としての業績をあげた。1889年、 湖広総督に転ぜら

れるや、 湖北 省武昌 を中心に新式軍隊の編成や 兵 器廠 ・ 紡 績 了 場一 - 製鉄所 d鉱山 の開発な

ど富強化政策を継続し て 展開するとともに、 西湖書院など 旧 教育機関の改革に取り組み\

また湖北自強学堂や武昌農務学堂の設立運営にもあたった。 日清戦争後、 康有為らの変法

自強運動には一定の理解を示したが、 その行き過ぎに対しては厳しく警告、 戊成政変にお

いてこれを弾圧した。

張之洞の思想は\ あくまで儒教的伝統の権威の枠内に おいて中国の富強化に必要な西洋

近代の学問・技術を導入するという「中体西用論Jのな場に託つもので、 よ着1制]学篇J

(1898年刊)は、 この立場から教育改革を論じた名著として知られる。 この中で彼は、 学

堂の組織的導入による近代教育の普及や\ 海外\ ことに日本への留学生派遣\ 日本書籍の

翻訳を盛んに行 うよう提唱していた。、義和団事件後の西太后新政において「会奏変法白強

疏」を上奏して改革を指導、 そのかたわら湖北省武昌を拠点に教育近代化事業を大々的に

展開するのは、 彼の教育改革に関する持論を実践に移した も の であった。 彼の 1 中学 を体
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となし、西学を肘となすl考え方ーは� �学は中|通近代化に必袋小IIJ:欠であるが、それはあ

くまで実用面に限られるべきで、精神文化、精神的価値に関しては1111主|伝統の学!日]文化を

断固として守るべきだとする。したがって教育においても\ まず儒教的道徳教育によって

精神の根底を強固なものとし、これに加えて西洋近代の学|出・技術の基礎となる，i将司教科を

学ばせることによって、近代的中国人の形成ができるとおーえたれ

「奏定学堂章程lの総論部分にあたるI学務綱要Jには、次のような|中体凶間|説と見

て取れる一節がある。

「立学の宗旨に至っては、いずれの学堂たるを論ぜず\ 均しく忠孝をもって本となし、

我が国の教典史籍をもって学の基礎となす。学生の精神をして純正に帰せしめ\ 然る

後に西学をもってその知識を貯へ、その芸能を繰り、務めて他日の材たらしむるを期

す. . . . J 0 

この中体西用論について加藤常賢博土は次のように論じている。

「中国の学問すなわち孔子の道は\ 古今中外を員くIJ-トタif�舟 ーの精神文明であソピ、 乙

れが学問道徳の根幹である。 だからこれはあくまで固守する。 しかし機械のような白.

洋の物質文明は富国強兵のために必要であるが、 それは永久不変の道ではなし\0 それ

はただ利用すれば足りる。 これは明らかに当時の進歩的官僚の洋務運動を、 その反対

者達に合理的に説得する為に作った理論であった。単なる万使として作り上げられた

ものではなく、 当時の知識階級‘の儒教に対する根強い一般的信仰の反映でもあった。

J (注43)

清末の知識人階層は、洋務運動時期の軍事改革を「競力J(力の競争)の表現であると

い日清戦争以後の教育改革を「競智」の表現として捉えていた。 I智」は「力」に勝り、

中国の固有文化を維持するためには、「民智Jの啓蒙を前提とし、その後に初めて自強を

計ることができる。 これが日清戦争後、清政府が軍事改革の失敗から一転して教育改革に

着手\もって富国強兵を図る所以である(注44)。

以上の分析からみれば、 京師大学堂は\ 直接この"中体西用|の教育忠槻|によって倉Ij\l

されたものと言っても過言ではない。

光緒23 (l898)年、孫家系は管理大学事務大臣に任命され\ 京師大学堂の創設は\ ここ

に至って漸く発足した。孫家来は「大学章程」の修正を終え、 〕主主良(w. A. 1). Mar t i n 182 

7 � 1916)を西学総監督に任命した(注45)。 その後、医学堂を増設して大学堂に合併し\

周年7月新入生の入学試験を行った。 しかし、運悪く8月の|戊成政変iに盗って政策は

nHu
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一変し、 「新政lは一掃されたの ただ大学堂は発足が半く、 しかも外国教師を招科してい

る関係上 、 にわ かに廃止することだけは免れた。 しかし 「 百 日維新 l の関係者 は多く左選

さ れ、 強力 な支持者を失 っ た京 師大学堂は\ 運営にも 支障をきたした ( 注�6)。 光緒 23

(898 ) 年 、 京師大学堂は正式に|舟校し、 新入生の募集を終えた。 翌年仕学院・ I� I学・小

学 3類合わせて 21 8入、 西学の選修司三100人が入学し た(注 47) 。 光緒 26 (901)年、 義

和団事件のために閉鎖され\ 翌27年に清政附は大いに発奮する所あって\ 大学堂の整理充

実にとりかかった。 まず\ 張之綱を管理大学堂 事務大臣に任 命した り | 両年7 )ト欽Æ学堂

章程の上奏によって、 大学院、 大学専門文科、 大学予備科を置き、 仕学館、町[i範館、 医学

実業館を附設することを規定した(注48)。 しかし当時、 各省府州県における各級新式学

堂の設立は、 まだその緒についていず、 大学堂に入学する者はいなかった。 そこで暫く専

門文科を設置せず\ 先に大学予備科を設立し、 これを政・ 芸の21千Hこ分けることにした。

また人材育成のために促成科を設置、 これを仕学・師範の2館に嵩いた(注49)。

京師大学堂章程は また、 大学堂に管学大臣 l 名を置き、 全学を統率 させ\ 総教官を l 名

置 い て教育活動を管理させるこ と とし、 あわせて 「 各 省の学堂は み な大学堂の統括に帰

す」とした。 つまり 京師大学堂は、 全国最高の教育行政機関でもあったのである。 さらに

注目すべき点は、 同章程が師範教育の重要性をうたっていることである。 即ち、 その第四

節において、 「西洋諸国は師範教育を最も重視し、 教習には優れた人物を持っているため、

学生の学習 成績も良くなり易い。 ところが中国ではそういうやり万がなされないため、 各

省の学堂は効果を上げることができなしリと断じ、 これからは大学堂に「師範粛」を設け、

「教習」人材を育てる場所とすることに規定しているのである。 また、 学生を学業成績の

優劣によって第lから第4級に分け、 月々の給付金も20両から4両まで差をつけることに

なっていたが、 この「上位の第一-から第三級の学生のうち優等生を選んで師範生とし\

もっぱら教授の法を講じ、 他目、 分けて各省学堂へ赴かせ、 教習の用に充当する」ことが

構想されていた。

校舎については、 光緒帝は慶親王実励、 礼音I�尚書の許J)f;，ßj;えに建設工事を担当させた。 、lノ

時、 京師大学堂の開設に要する経費は、 銀353両\ 年間の経費は18万8680両と見積もられ

(注50)、 こうした必要経費は戸部が在華ロシア銀行(通勝銀行)に蓄えていた500万両

の年間利息20万630両が充てられることになった。 光緒帝はさらに命令をドし、 各省府州

県の既存の大小の書院を国学と洋学をともに習う学校に -律に故め、 全てに京削i大学堂章

程を分け与え、 それを手本に運営を行うよう求めている(注51)。
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(作52)。イ上学館主l三が日名" rJrh範館Llが79:t1であった仕学館・師範館の第1 I副入学者は

師範館の程度は高等学堂及び大学予備科とIliJ程度であるから\ 乙こで養成される教員は\

中学堂級の教員となるものであり、 この学絞は、 後の優級師範学堂あるいは尚'JÞBili範学常

後に独\lして国立

の北京高等師範学堂となり、 さらには後の北京師範大学となってゆく最も初めの繁でもあ

に該当するようになるものである。 さらにこの京師大学堂の師範館は

るO

は\ 倫理・経学・教育学-習字-作文-算学「欽定学堂章程」に定める師範館の開設科

1�当-中外史学・中外輿地・博物・物理・化学-外国語・図面・体操の14科目であり

の通りであったりの授業時数等は以下の1-表4 .①②③(①は原資料③を纏めたもの)

た。

学 年
教学法
左

世史歴史

書
別
数

一
丁

流
級

法
山口
子

学法
学
左
学法

器具操 l 同 左 |兵武 |体操教学法
「欽定京師大学堂章程J ( r欽定学堂章程J 所収光緒28年) より作成

， 一 ，. - ー， " ・ -
ヨ 考中国名人吉行 同 左 歴代学案国朝聖訓

考経学家法 同 lë 同 左
Af 主4 教育宗旨 教育原理 同左及学校管理法

楢書 楢書 行書 同左及築書
作記事文 作論理文 章奏等諸文体
加減 乗除 1長簿用法 幾何 代数万程
分数 比例 面積 比例 立体幾何他

史学 外国上世史中世史 本国史典章制度 外国近世史

輿地 全球大勢 外国各境的絵地図 地文地質学
動植物之構造 同 左 生理学
及形状
力学 声学 熱学 熱学 光学 電気 磁気
考質求数 無機化学 同 左

三ロ五ロ 音義 句法 文法
毛筆画 同 左 用器画大要

町
東

一-一心汁
ρ以，亨 子

町田川年
λ以，
f 

師範館の教育課程

第年
尚
子

( 1 -表4 .①) 

第同国科

所
峨一

出

京 師 大学堂師範館J こおける授業科目及び退! 当 たり授業 数
回 |第1学年 l第2学年 l第3学年 l第4学年

39 I 3 3 
清末編J P . 136 � 137 より

( 1一表4・②)
科

倫 理
経 学
教育学 3 4 
習 字 3 3 
作 文 2 2 2 
算 学 3 4 4 

中外史学 2 2 2 
中外輿地 2 2 2 
博 物 2 2 2 
物 理 3 3 3 

化 学 3 3 
外国語 6 Ç. 
図 画 3 2 
体 操 3 3 
ロ 計 3 7 3 8 

多賀秋五郎 r近代中国教育史資料
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( 1 ぷ4 .③)師範館の教育課程
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うち、 重要な幾つかを講じるもの)、 中国文学、 東語(1 I本訴)、 英語、 弁午: (論JI�"r)、

算学、 体操の 8 科目が合 まれている。

分類科は学生の関心、 特長に基づいて分けられる4つのコースで\ 履修|什谷が次のよう

に異なる。 第一類は中国文学・外国語を主 とするコ ー スであり\ 人 倫 道徳・経 学大義 ・ 1"1. 1

国文学・歴史・教育学・心理学 - 周奈諸デ学・ 英語 - 卜 ・ イ ツ語ないし プ ラ ンスdi- 弁学 ・

生物学 ・ 生理学・体操の13科目が必修、 法制及び理財が選択科回であった。 ョ:JJ3舗は地I�

- 歴史 を 主 とし、 人倫道 徳、・経学大義・中 国文学 、 心理学 ・ 地理 - 歴史 - 法 制 ・ j型 財 ・ 英

語・生物学・体操の12科目が必修、 トイツ語が選択である。 第三類は算学・ 物埋学・化学

を主とし、 人倫道徳・経学大義 ・ 中国文学・教育学・心理学・算学・物理学・化学・英語

・図画・手工・体操の12科目が必修、 ドイツ語 及び生物学が選 択である。 第四類は植物

動物・鉱物・生理を主とし、 人倫道徳・経学大義・ 中国文学・教育学-心理学・ 植物学 ・

動物 学・生理学・鉱物学・地学・農学・英語・図画・体操のl�科目が必修、 化学及びトイ

ツ語が選択というものである。 これら分類科で開設される必修科目の週当たり総授業時

数は各36時間になっている。 また加習科では、 人倫道徳・教育学・教育制度 ・ 教育政令機

関・美学・実験心理学・学校衛生・専科教育・児童研究・教育演習(実習)の10科目が開

設され\学生はこれらの中から5科目を自由に選択することができた。 そして卒業時には\

論文!篇を提出しなければ ならなかった(注54)。

こうした法規上の規定は規定として、 実際のところ当時の師範館はどのように教育が進

められていたのだろうか。 第l期生として学んだ王道元(画初)の回想録は次のように述

べている。

「師範館で第一学年に定められた課程は、 普通科目を補修するためのものであり、 大

体現在の中学の課程と一致する。 外国語は英・仏・独・露 ・ 日に分かれ、 学員にl科

目を選ばせて学はせる。 但し\ 日本語は誰もが全員学ばなければならなかったo 国学

の方面では\経学大義、 中外歴史\ 地理及び国文があり、 これらの科目を担任した教

習には全て国内の名流が招致された。 しか し学員はそれほど興味を示さなかったo 管

理運営の当局は、 相変わらず『中学を体とし、 西学を用とする』決まり文句を脱して

いなかったと見える。

第二年自に なると、 普通学は修了し、 四つの類に分かれた。 第一類は国文及び外国

語であり、 (英・仏・独から)学員に一種類を選ばせ\ クラスを分けて授業が行われ

た 。 第二類は中外歴史 ・ 地理、 第三類は物理・化学 ・ 数学 、 第四類は博物・ 動植物 ・

- 4 2-



鉱物・生理・農学であったo _j (注55)

以上述べたところからみれば、 当時の師範館の 教育内容はIIJ凶叫� \/�、 政JEともに派ねた

ものであることがはっきりと窺われ、 いわばí 1-1コ体西用|説がー|づ〉に発怖されたといえよ

う 。 この「中体 西用 l が、 すでに京師大学堂の理論的基 礎 である。 それは1895年 、 清徳 宗

帝の「定国是J (国策を定める)詔勅にも明らかに言明されている(注56)0 r京師大'7:

堂章程J 0903年)の中にも 「忠孝を本と し、 経史 の学をも っ てその基とする」こ と を教

育の主旨とした(注57)。 光緒32(190 6)年 、 学部は正式に 5項目 の教育宗旨を決定した り

すなわち「忠君・ 尊孔・尚公・尚武・尚実」である。 これは清末教育史上、 任回すべ、きも

のの一つである。

忠君についてはドイツと日本の例をあげ、 その君民一体であることを称賛し、 全国の学

生をして、片時も忠義を忘れず\ 先ヌ!Jを仰いで天地の高恩、に思いを馳せるべきであると強

調している。 当時の中国は 日本の立憲君主制を理想としていたので\ 忠君愛国と儒教倫理

とは、 その教育思想の二大支柱であった。 そこで「忠君iと|尊子しlを真っ先に置くとと

も に、 教育宗旨と しての「尚公J ..... 外国武力によってもたらされた屈辱を回復するための

国防教育の目標としての「尚武」、 国家の富強と産業生活を充足させる実学教育の目標と

しての「尚実」も、 国家が立憲・国防・富国を実現するための重要な三大急務とされたの

である(注58)。

この教育宗旨は\ 辛亥革命の勃発まで修訂されることはなく\ 中華民国成立後、店、右と

尊孔の2項目は削除された(注59)。

当時、 新式学堂は続 々 と設立されたが、 教材の編輯につ い ては全然重視されなかった 。

勿論、 「中学」の教材は山程あったが、 「西学」については適当なテキストがなく、 あち

こちから抄録した、 いわば一時凌ぎの混合物に過ぎなかった。 そこで総理街門は1898年、

編訳局にテキスト を編纂するよ う 奏請 した(注 60)。

その後\義和団事件のため京師大学堂は一時閉鎖されたが..... 1902年の再開とともに編土

局が設立された。 ここでは洋書の翻訳を主としなが ら も、 ー万では四書五経等中匝|の占典

を整理して 抜粋本を作 り 、 簡便なテヰスト とした。 大学堂 では\ 編書局の編訳テキ スト の

他に、各科教習の編纂による講義をも教材として使用した。 その主な教材を、 次に列挙し

てみよう。

表 に 載っ ている教 習達 は\ 中国人 であれ外国人 ( 日 本人 ) であれ 、 いずれも講義にあ

たって多くの教材を執筆-編纂している。 当時の授業の内容及び様子は、 東自rti大学'* ，[教
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習として招聴された日本人教習・ 服部宇之吉を例としてあげてみよう。 彼は、 、十I} 'LJ利lゴ

( 1 -表5) 
科 白

.倫理学
・ 経学科
・歴史科
.歴史科
・歴史科
・中園地理
.中園地理
・経済学
・経済学
.心理学
.掌故学

編 集 者
張鶴齢
王舟揺
屠 寄
陳像長
服部字之市
郷代鈎
都代鈎
杉栄三郎
杉栄子.郎
服部字之士
楊道罫

書 名
倫理学
経済学
史学史
中国史
万国史
中国地理誌
中園地理誌
経済学通論

経済学
心理学
掌 故学

1970年に よ る)

である心理学の教材を作っている(彼は京師大学堂師範館および優級師範館で教えた)。

『京師大学堂心理学講義』と題するその教材は、 以下の2篇9章から成っている。 即ち第

l篇「知の作用及び心理Jでは、 「感覚の作用及び理法 知覚の作用及び理法J r創造

の作用及び理法J I思考の作用及び理法」の4章が、また第2篇「情の作用及び‘理法」で

は「恐怖及び怒りJ I同情及び‘愛情J r自我の情J r異性相変の情J I情の簡単なものが

複雑なものへと移る状況」の5章が合まれている(注61)。

当時、 第l期生として学んだ郷樹文の回想は、 服部の心理学の講義にまつわるエピソー

ドとして\次のように記している。

「私は心理学の授業中に起こったある出来事を今でも覚えている。 ある|オ\ 服部字之

吉教習が心理学を教えているところへ、 丁度張之洞が視察にやって来たり 服部は人の

記憶力について講義しているところで、次のような話をした。 国]ち中年になると少年

あるいは幼年のころのことが思い出せないのは、 中年は多忙なため\ 少年のころに過

ぎ去ったことは覆い隠されてしまうからだ。 老年になると\ しばしば中年のころのこ

とを忘れ、そこで少年や幼年のころのことが逆に浮かび|二がヮて現われる。 だから人

は老年になると、幼年のころのことを思い出すことができるのだ、 とり ところが、 記

憶力についてのこの講義が張之洞を怒らせることになった。 張は自分が年老いたこと

を噺笑われたと考えたのだ。 その後、学堂章程を検討しているときに\ 張之澗は心理

学の課程の廃止を考えたそうだが、 服部が外国人であったため、 威を振るうわけにも

いかなかった。 J (注62)

清末民初、中国は多くのH本人教習を招月号した。 これにソしべは第一挙で分仇したい。
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多数が中国語を話せないため\ それまで，v\tlによっ京師大学堂の日本人教習はさて

この方法では時間的に不経済であるばかりでなく� 1 ì:々にして授業が進められてきたが

て正確性を欠いているため、 師範・仕学両館の学生に、 日本語文を必修科困としてよQ)Jll指

(注63)。定した

次に、京師大学堂師範館の学生についてであるが、 彼らは年齢がやや高く� 111文に刈す

その京!?l打大学品る基礎的能力も高かったので討論方式(ゼミナーノレ)が採用されていた。

は、 その準備時期においては\ 学生の入学資絡についての明確な規定はなかったりミド端系

とされていただけで、 別にその他の制限はの奏請文には「挙責生年三十才以上者を選ぶ」

(注64)。 正式に入学資格についての規定ができるのは、1903年の予備科と促成なかった

(注65)。科の創設時である

規定によると、 予備科は中学堂卒業者に限られ、 促成科は京員五品以下八品以上の者に

限られた。 翌1904年の「奏定大学堂章程」頒布によって、 学生の入学資格は一層明確にな

しかし当時る。 それによると、 各文科大学は高等学堂、 大学予備科の卒業生に限られた。

は、 まだ上記の卒業生がいないため、 便宜上中学在学中の学生でも、 品行方正にして中国

経史文学の基礎を身につけた者を集め、 先に歴史・地理・算学・格致・東語

ロシア語・英語等の普通科をl年学習させた後、 予備科の正課に進学させたのである。

(日本語)

国民政府教育部所蔵の「京師大学堂前五年卒業生冊表」から、 京師大学堂卒業生の本籍

および年齢を列挙すると以下のようになる。
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(1)師範科第i期卒業生90名のうち、 最高が49歳、

最低が21歳、25歳から34歳までの者が大多数を占め、 約77%にあたる。 平均年齢は29. 7歳

また、 学生の卒業時の年齢をみると

にd8斗&



は前期とl司じ21歳で、25歳からは歳までの者が8�%をrLjめている口 平均年齢は2H. :1肱で

あった。

上記の年齢を表にするとl 表7のようになる。

( 1一表7) 
京師大学堂卒業生年齢別比較 4覧表

業別 |師範科(第一期. 1907年) I師範科(第 ー則. 1908年)

学 齢 人 数 % 人 数 % 
歳以上 2月

歳�39歳 4 児 12 6見
歳�34歳 28 31児 73 :51児

歳�29歳 41 4
1 7

6 
児
児 94 47児

〕歳�24歳 15 20 10児

平均年齢 29 .7 歳 28. 3歳
ぜ占発 『京師大学堂J P .  81----83 

この表 中の師範科第一期の卒業生は合計90名 \ 第 二 期の卒業生は 199名である が、 こ の

卒業生数については諸説がある。 r北京師範大学校史� 0902'""'-' 1982年- 北京師範大学出

版社1982 年版)によると、光緒33 (907)年 卒業の第 一 期 学 生は合 計10 Ú人" 34年卒業ω

第二期生は合計206人で、 これらの卒業生は近代中国初めての高等師範学堂の卒業生であ

ると述べ、ている。

また、大塚豊の研究によると、光緒33 (907)年、京師大学堂師範館の第一期生として

入学した者のうち'\104名が卒業した。 翌34 年には 第二期生206名も卒業した( r国文教

育研究所紀要』第115集p .59)。

次に、京師大学堂における生活は如何なるものであったかを見てみたい。

前述の王道元(画初)はその施設について、各種の講堂、物理-化学の実験器具や業占一口

室、生物標本室、 自習室があった他、 2人l 部屋の宿舎、共同の食堂、浴室があり、 学費

をはじめ宿舎費・食費は全て官費で賄われていたこと、蔵書には中国語の書籍が多かった

ことなどを記している。 生活の面では、鉄製の鎚の音とともに起床、 j受業開始と就寝は銅

製の鈴を鳴らすのが合図であった。 食事は、朝は粥・昼と夜はいつも4llll. 8腕の料理が

付き\米飯と麺類が準備されるといった具合で'\ r国は大釜(大変な御馳走)で士を養っ

ていたと言ってよい」と、王道元は述懐している。 そして学生の中の「お坊っちゃま」達

はしばしば食堂で騒いだが、 やはり田舎出の者が多いために\ それに同調する 者は少なく\

管理に当たる提調のやり万もうまかったため、大した騒動にはならなかったという (佐

66)。



以上の記録から見れば、 当時の自dîぬJ 1.:はかなり催過されていた。 �> J北ヒ足比永京i噌n刊日印削川'1山IJ;範沌メ大4こ午y戸:校!山〉よど�

0902'"'"' 1982年)は次のようにj述乙Æ屯べているo I ß，li純作;の向.:JÆ!1は優厚。 食貨と宿合資はIj�1泳

が負担する。 毎年、 冬夏には操衣- 青杉 . �Hl fなどを文給する。 成績優秀な学生には奨r下

金を与える」 一一 この師範生の優待制度は、 点。ili大学堂自rlíffi包館から始まり、 以後の自rliûj�

学校に影響を与えたのである。

以上京師大学堂の師範科設立の経緯とその数学内容、 学生の実態などについて述べてき

た。 やはり当時の高等学校、 大学堂附設の教育養成機関としての師範館の教育宗旨はII:_I.I

西並重」である。 I中文を西学の究極とみなさず」ということは\ 同文館や広忠言館|時期

における西文偏重主義に比べると、 内容的に充実したということができ\ 教育上の進歩で

ある。

京師大学堂に「師範科」を設け、 更に小学:堂をその中に附設し\自rli範生の|実記jの場l

としたことは\ その後に大学、 師範学院へ笑験小学を附設したことの弘、まりである。 それ

はまた、 大学創設当初から中小学教員の養成を重視していたことを物語っている。

京師大学堂は人材養成の最高学府であるだけでなく\ 中国最高の教育行政機関機関で

あった。 したがって、 京師大学堂の師範館の設立は清朝末期における中国新式師範教育の

発端と象徴であり、 また、 近代師範教育の模範でもあった。 新式教育運動に果たした役割

は高く評価すべきである。

以上述べたように、 京師大学堂師範館は高等学堂、 大学堂附設の教員養成機関として\

国家が投資して創設したものである。 師範館の程度は高等学堂および大学予備科と同程度

であるから、 ここで養成される教員は中学堂級の教員となるものであり\ この学校は後の

優級師範学堂あるいは高等師範学校に該当するの さらに\ この京師大学堂の師範館は後に

独立して国立の北京師範学校となり、 さらには後の国立北京師範大学と な る が、 その最も

初めの姿でもあった。

しかしながら、 国立京師大学堂師範館の開創と同時に\ 民開設立の師範学校もあった。

長江筋 財界の有力者であった張警による南通の通州 師範学校(今の江蘇省南通師範学校)

がそれである。 この学校について主なところを次に解明して行きたい。



(二)私立師範教育の展開

張審による南通の通州師範学校は、 いわば以出]設心;の私立師範学校であった。 それは'Jl�

寒自身の文になる通州師範学校議の中 に r 1:1.1凶の自!日範学校は光緒28年から始まったが" 1己

閣の私立師範学校は通ナト|から始ま っ た。 2 1 省からなり、 広い同士 、 4ノ7 々 人r IのIJiIの111で

は
、

同胞に知識を教え るため に は、 僅かこれだけ で よ いのたろうかり l 山市7)とある、ー

と によっても、 明確に知る こ とができる。 � . 中Iß近代教育之選』 のl-I..Jにも 「 通州師範 学校

は中国近代最初の私立師範学校である」と述べ、られている(注68)。

張審(1853. 7. 1 � 1926. 8. 24)は中国実業界のパイオニアとして有名な知識人である。 江

蘇省南通の人、 字は季直。 清末から民国初期にかけて実業-教育・政治など多方面lこ(I's æù� 

した。1894年状元となり\張之綱、 劉坤ーら総債の知過を得る。|ゴ清戦争後\ 実�Wに点

り出し、 南通に大生紡績を設立 し た 他、 諸種の 事業を起 こ した。 1902年 通州師範を設立し

て師範教育に先鞭をつけ、1920年南通大学を設けた。 清末立憲運動に参加し\ 江蘇裕議)，J

議長となった。 辛亥革命では臨時政府に参加|したが、 のち共和党を組織して 蓑 世凱の下で

農商務総長となり、1915年帝政に反対して下野\ 以後家業と地万政治に専念した。

つまり張審は、中国近代早期の民族資本の企業家であり、 教育家でもあり\ 中国で最初

の私立師範学校一通州師範学校の創立者である。 この通州師範学校創設の発想のきっか

けとなったのは日本訪問であった。

光緒29 (1903)年、 大阪博覧会に招待されて日本を訪問、 その見聞を集めて『東遊日

記 』 として出版 した。 彼は 日本政府の民営商工 業を もり 立てる政策を非常 に称賛 し \ こ れ

は 日 本の 「官智 」 の程度の高 さ を計 る 物差 し であるという 。 こ れと比較 して\ 中国 の 官務

(官営)企業である上海製造局は規模が大きく経費も十分あるが、 !農工実業のために船

一般\ 機械 一 台 」 造 る わけでなく、 実に残念であり、 痛心な こ とで ある とし づ 。 張著書 は 卜i

本の発展経験を総括して、 重要性から並べ る と「教育第一、 工第二、 兵第三」であるとし\

滅亡 を 救 い\ 生存を図るには教育を興 す 以外道はないと し づ 。 しかし教育を興 す にはまず

実業 を 盛 ん にしなけれ ばならず、 そう でなければ教育に使う 金 を 出す所がないという 。 彼

は 日 本の職業教育に こ とさら傾倒し、 日 本の関係者からそ の経験を充 分汲 み取る よ う に 努

めた。

だから張きさは\最初から好み求めて民間独立の師範学校をi:i.位以しようとしたのではな

か っ た。 通州師範学校議の文の冒頭の一節は、 「新政の気運が再開した光緒27年の春、 す



でに師範学校の設立を第一とする年次計画に忌づいた各級ヴ:校の設，'1.整備を請願したか

わずかに算術、 測絵すなわち測量製凶等の教!':rlJの養成しか)4"えてくれなかったlと、 イ�tl出

足な答しか得ることができなかったと述べている。 さらに彼は、 翌�8年春再び!下請をした

が、時期尚早として実現に至らなかった。 そこでやむなくI�I分で民間の師範学校の設ú:を

計画( r請子通州自立師範学校I ) 、 出願したのであ っ た (泊: 69) () 

「当時、 湖南、 湖北、 直隷等の諸省にも漸く独立の師範学校設江の動 きが生じていた

し、他方では管学大臣 ・ 張百照の奏請による欽定学堂章 程 に大学堂 ・ 高等学堂 ・ 中 学

堂に、 独立の機関としてではないが\ 師範の附設が規定されたことなどもあって\ 師

範教育推進の気運も高まったことによって\ 漸くにして民間私立の師範学校設立の認

可がおりたJ (注70)。

ここから彼の教員養成 教育に対する熱意と識見、 努力とを知る こと ができる。 5長蓄の

「当時、 湖南\ 湖北\ 直隷等の諸省は師範学校設立の動きが生じていた」という一節は\

光緒28 (902)年、 張之洞が南京に三江師範学堂設立を奏請したこと、 直隷総督・ 衷世凱

が「師範学堂暫行章程」の上奏をしたことなどを指している(注71)。

また、 同じく通州師範学校議に見える「さりとはいえども(上奏を指す:筆者注) " 教

育に熱心な大臣がこれを言わなければならない。 国民の知識向上のため\ 政府がこれを什

わなければならない。 われわれ普通の小民が、 大胆に行うことではない。 しかし、仕ノコな

く同胞の国民のために教育を興し、 師範を建てるのである。 J (注71)という一文は\ 師

範教育推進についての彼の考えを示すものである。 すなわち、 彼自身による私立師範学校

の設立は、 やむをえざるの末のことであって\ 元来は政府自体が熱意をもって乗り出すべ、

きことであると、 その見解を述べ、るわけでもあった。

通州師範学校は光緒33 (1907)年4月27l::lにJ正式に開設されたの 1通州削j範が小学校教

育を興すため、最初に尋常科を設ける。 J 初めは小学校教員養成のための尋常師範学校

として出発するが\ やがて4年の後には高等師範学校の増設を予定していた。 学生は「取

挙貢生監為師範生」で、 4年の本料、 l年の講習科、 2年の簡易科の3つのクラスになっ

ている。 学生の年齢、経済力と本人の志願とによってそれぞれのクラスに入る。 必修科目

は国文・修身・教育・倫理・算術・物理・化学・ 歴史・ 地理・博物・ 図画・手工・体操な

どであるが、 本科生は4年目から3つの選択科目もある。 政治経済学、 農業化学及び英文

などである。 これは学生の将来の進路のため「多備進取之途」と設けた科回である(在

72)。



張審は実業者として、 やはり自rli範教台の実際に役立つ知識やれ政能ノJ獲行という'ぶ利を

重視している。

彼は通州師範学校を創設して間もなく、 再び11*教育弘t���を行った。|寸本政)fj・からめら

回国内勧業博覧会への招待を受けたのであるo tK}在期間は70ll、 この|剖彼は各地の各級教

育機関を調査した。 日本各地の市町村立小学、 材中単級小学校や複式小学校などの小規模

学校や変則の学校の調査と学校運営の万法を詳細に調査する み\ 文部省編纂の小学校則

各種教科書を収集した。 こうした調査活動を通じて張警は\ 極度の貧困に苦しむ当時の仁|二l

国の社会経済状況に適合した学校教育の在り万を模索したのである(注73)。

又彼は、日本の工場や企業、 銀行などをも精力的に視察した。 これらの活動を通して張

審は、教育認識を深め、 「国家存立の危機に白川した中国を救うには\ 教台の振興以タトiこ

方法はなく、 そのためには実業を起こし、教育振興に必要な財政基盤を{確立すべきであ

るJ (注74)と強く主張したのである。

張警の推進した通州地万の教育改革事業は以卜-のようなものであった。 これらのうち\

通州博物苑や女子師範学校\ 盲目亜学校は中国教育史上の先駆的教育機関である。

1903年4月:通州師範学校を通州城東南に位置する千仏寺跡、に開設。 一れに木造高俊
以下5名の日本人教習を招聴。

1904年2月:自宅に幼稚園を開設。 これに|ゴ本人保母- 森田政チを招月号。
1904年5月:通州地方の教育行政機関・ 通州五属学務処を開設。 初等教育の普及事業

に着手。
1905年 :日本帝国博物館をモデルとする通州博物宛を開設。

:通州女子師範学校を開設。 両江総督宛「請設工科大学呈」を提出、 工科
大学の設置を建議。

1906年l月:芸徒学堂及び呉j松商船学堂を開設。
:通州、|師範学堂に農科と小学堂を附設。 前者は後\ 通州農学校として独立。

1907年 :江蘇按察使に盲目亜学堂の設置を建議。
1909年 :紡績学堂の設置を建議。

張警は当代の知識人であり\ 実業者でもある。 彼は実利を重視する立場から、 通州、|にお

いていろいろな実業学堂、 学科をつくった。 地方教育の発展に大きな役割を果たしたので

ある。

張警が創設した中国最初の民立師範学校・ 通州師範学校と\ 光緒23(1897)年に設立さ

れた南洋公学と比較すれば\次のように言うことができる。

第一節に述べたように南洋公学は初め4種の部門から構成されていたり自i1i範|流、 外|流、

中院、上院の4院がそれである。 師範院はその4院の中の一種である。 外院は小学校、 中

院は中学校\ そして上院は高等専門学校に該当した。 あくまでも南洋公学は総合的な学校

であるが\しかし通州師範学校はいわば民間設3/".の独立の師範学校として創設された。 ま



た、 南洋公学設学のめざすところは、 その中心がi印、1'1師範学校のように\ 教μ0)公jぶ(こ;;"i

かれたわけではなかった。 その学校の設学宗旨の示す|浪り\ 公ツ:に学んで初jめから終わり

まで一貫教育の中で修業し、 卒業してゆく学生はIもっぱら政治家たるの学を学ぶlこと

を目的とし、 学校自体はフランスの「国政学院lに倣うことをみ;米の組問とした((17;-)) .: 

決 して師範教育の 目的で設記されたものではなかった。 しかし、 結果として師範|況の倉Ij \}� 

は中国近代師範教育の濫j傷であったのである。

通州師範学校は独立教員養成機関として、 また民間設立の師範学校としては碓かに1-I.Jj王|

の近代師範教育中 において最初の独立教員養成学校である。 光緒29 (19U�) 年11月 2011に

制定された「奏定学堂章程」では、 教師養成教育に対する基本的構造がポされるとともに\

教師の養成が各級学堂に付随した附設の機関としてではなく\ 分離独立した機関として設

立された学校で行われることを原則的に規定したことは、 張警の主張と通州師範学校の影

響もあったのではなかろうか。 この\ 独立した師範学堂設立を内容の 一 部とする「奏定 学

堂章程」の起草者が張之洞であり\ 当時の進歩派官僚の代表であった。

すでに光緒28 ( 1903 ) 年、 張 百 照の「欽 定学堂章程 」 が初めて正式に自I�純一 教 含 の 系統そ

規定したが、 やはり、師範教育機関を単に直系各学堂内に附属して設立するだけのことで\

分離独立した組織として規定されたものではなかった。 光緒29 (1904)年の|奏定学堂草

程」が漸く師範教育を取り上げたことにより、 そ:れ自身の系統を持つ\ 独立教育機関と

なったのである。 そこにおいて初めて、 中国の師範教育制度が中央から地方まで、 正式に

確立されることになったのである。



<第一章 注>

注1 í 洪武15年、 選偏七 児 i号、 為国 J三 位 祭 d4、 1-. 11命と[] :囚iÿ�打ぷ卜!民"f ) リ|収、 I(IJ 1)し|ノ'_j ^'� 

所 取正必師道巌 ， (-可後棋純正。 師 道不立、 J!1j教化不行、 メミ ド !J_LI ノj何)ijí.取!lU ? 釦I� 'Il'叩

崇教義、 正身率下、イ�!諸/1::有)iJí. �長範、 芯位以、 文辞為務、 記�m 1..�能、 !l!J )1-所以.á�救

失J

注2 í師儒之職、 不可慌授、 Jtt欲其成就人J口 郷等毎引国て!こ監官、 皆仙針路5"11-之、 小Il�U

挙一道徳老成之士、 如何望太学之土問i皆得入、 自今宜慎重選J 百j教と口、 必巡併

宿、 宋的、 呉 者�.等由偏T. t荏祭油、 納 允 t1t 才1 ßïlî J (r ，別史j巻69 <選挙志 >) 

「師道立則善人多、 因子祭酒、 司業、 非他官比也、 背皆以{忠望素著者為之、 虫11シドi内

以文淵大学士、 胡繊以内閣侍議、 学敬以j致仕JflJ部尚書、 . • . • lllJ博士\ 学11-:、 必必目、j

宿学碩望者以充。 J (r春明夢倣録J巻54 <国子欧>)

注3 í中国近代史」第三章第一 - 三節 P. 148 "'-' 180 中華音JI� 198 3{1二4片

注4 r李文忠公奏議」巻九「詰設虞方言館疏 - J 

伏シテ惟フニ吾カ国ト洋人卜/交渉ハ、 初jメ先ツソ/意志ヲ疏ìJ]シテノ/欲スノレ)ijr . 
._ 

達シ、 ソノ虚実誠偽ヲ緋別スルヲ得テ然ル後ニ利害ノ公平ヲ得ルナリ。 . • . .語カ凶ι

オイテ洋語ニ堪能ナル千ノ僅カニ通訳ノミ。 凡テ外務軍事ノ交渉 、 事務、 通訳J 1.1二'

頼ミテ為ササルハ無ク、 遂ニ外交ノ大過誤ヲ致ス。 京師同文館/設立ハ寒ニ民法

タリo . . . .臣愚同文/例ニ 倣 ハンコトヲ 請ハン卜欲ス。 外 国語学堂ヲ 上海ニ 設立シ、

近郡ノ年齢十回以下ノ天資叡哲挙止端静ナル文童ヲ選ヒ、 洋人教師ヲ料へ、 兼ネテ内

地ノ人品学識卓抜ナル科挙合格者ヲ鴨シ、 謀スルニ経史文議ヲ以テセントス。 数年ノ

後、 博識通暁ノ人トナリ、 洋語ニ精シク、 J{テ通商督撫術門及ヒ海関監督ノ通訳官ヲ

特設シテ外交事務ニ首ルヘキモノ、 学館中ニ於テ厳選j比二充テン。 j京クハ関税軍吉12却|

シテソノ実情ヲ調査スへク、 而シ無頼ノ通訳モ漸次ソ/跡ヲ絶タン。

注5 r総理街門奏J í京師同文飴疏」伏シテ惟ブニ各国国情ヲ知会セント欲スレ ノ 、 必

スソノ言語ヲ詰ンスヘク、 時初メテ人ノ欺附ヲ受ケサラン。

注6 r張文裏公集J í招考白強学堂学生文」

強の道はあまねく虚実を知り、 人の長所を取るを貴ぶ。 若し洋文に通院しあらざれ

ば、 自ら洋書を読むを得ず口

注7 r李文忠公奏議j巻九「請設虞方言館疏j



注8 r皇制経世史」三篇巻 - r凶学l

注9 r皇朝道戚同光奏議J r変法類学校」

注10 r皇朝道戚同光奏議J í変法廷i学校」

注11 ‘ .不務其大、 不端其本、 RlJ)ま其道、 所成己保幾尖、 X其受病之tN千j三。 111[.':1

挙之制不致就学乏才也、 二日師範学堂不立、 教習非人也。 三臼�1� 1"]と菜イ〈分、 話( *，'j: 

無自也。 J (r時務報」巻五「論学校- J ) 

注12 r西国最重師範学堂、 蓋必教習得人、 然後学生易成就、 í" 1副知此挙、 "氏名省、学立小

能収効」。

梁啓超「論師範J (李友芝他編「司l匡|近現代師範教育史資料J 北忠f:Dl範学|坑 19 

83年 P. 130"-' 133) 

注13飲17.1<室文集類編 上 「変法通義」に所l以 P. 37 

|論師範J

「是故居今日而言変法、 其無法立大学堂而じ。 其必自小学堂始。 自京日，Ii以以各省){f州

県皆設小学、 而別設師範学堂之教習、 使課之以教討す。 即以小学堂生徒之成就、 験。iliíjむ

学堂生徒之成就。 三年之後、 其可以中教習之選者、 毎県必有 -人。 於是合同大試之、

持其尤異者為大学堂中学堂総教習、 其梢次者為分教習或小学堂教省10 員u大卜之上必すi

自鼓舞、 雨後起之秀、 有所要式、 以底於成。 十年之問、 奇才異能偏行省失。 H寺同熊本。

本之既憾。 而日瀧瓶其枝葉以求華実。 」

注14 í急設各師範学堂. • • .初級師範学堂、 造就教小学之師範生、 抗為刻字学堂者入子第

義」

多賀秋五郎「近代中国教育史資料 ・ 清末編J 1972年 日本学術振興会 P .2 

10"-' 211 

注目 陳青之「中国教育史J P 597 

注目 余書麟「中国教育史l下問P. 905 � 906 

注17 陳東原「中国教育史J P. 478 

注18 多賀秋五郎「近代中Ij�1教育史資料 ・ 清末編J P. 49 

注目 虚紹穣「中国現代教育 -imJ P. 96 (商務印書館 1934年l 月j

注20 r交通大学校史J (1896"-' 1949年)上海教育出版社 1986年 P. 21�27 

注 21 呉紀先「盛宣懐与辛亥革命J (辛亥革命五十周年論文集)

注22 í臣惟師道立則善人多。 故西国学堂必傑源子師範。 蒙養正由J 経J)J始。 似山民1 ，}: �;'，:必



値 基 子 小学。 中外 占 今 教学 宗 旨 本 無 j't lr4J J 

計新城編 「中国 近 代教 育史 資 料J が、 �J1 'LL j裏I /ô止i J定作品::j争VJ liJ J巻 ーをひいたと 、

ろによる

注23 r然匝前年創設天津頭二等学堂、 労求教科J j者選学徒。 大抵通|比FJl�火;者、 多j二総!よ!人

義之根抵、 致力中学者、 率迷子章句之j芸途。 教者WL苫乏才、 学者亦難和lj開。 紛れ然、

千事半功倍之途。 蓋不導其源則流不可得1(lj清也。 不正其法!liJ構イにμH斗l行i凶也u 初;益

事鱒設南洋公学、 擬照天津分設頭二等IrlîÎ学:堂. • • . 況r:m範小学抗為学堂 一平先務111と

先務。 既病求文。 相需己段。 急起直迫、 惟虞弗及。 J

釘新域編「中国近代教育史資料Jが、 子茶室懐「忠斎存梢初J flJ J 巻:を ひ いた と こ

ろによる

注24 r即子上年二月間、 考選成材之士ト匹|名、 先設師範|院 ー学堂、 0E訂本洋教留、�W以

中西各学、 要子明体達用、 勤学善j毎為J旨帰。 後倣|ゴ本日ili 範学校有l�i1属小学校と法、

別選年十歳内外至十七八歳上、 聴頴幼童 ー百二十名、 設 一外院学堂、 令師範生分組

教之。 此及一年、 師範諸生E学且語、 傾向矢口行井進之益。 J

(同注22掲書)

注25 r善失哉。 日本之興学也o ....師範学校00小学校並立。 小学校之教習即師範学校と

生徒也。 数年以後、 小学之生徒昇為中学大学之生徒、 小学之教習即可昇為中学大学

之教習。 故師範学校立、 而群学之基悉宝u J 

「飲ìJ.l<室文集J第一冊} 新会梁啓超任公着 ・ 林志釣編l 台湾中華善局印行 P. 34 

注26 陳啓天「最近丹十年中国教育史J P. 53 

注27 r交通大学校史J (1896----- 1949年)上海教育出版社 1986年 ド守 21 ----- t7 

注28 r 師範生分格五 層 。 第一 層之格目、 学有門径、 材 堪造就、 質成教実 、 越絶卑陥 、 志

慕遠大、 性近和平。 第二層之格目、 勤学議、 撫字耐煩、1卒就範囲、 通l街量、 先公後

私。 第三層之格目、 善誘液、 密稽察、 有(保理、 能操縦、 能応変。 第I�IJ冨之格!とl、 側

目全域計較、 無事無忌、 無騎手今、 無苔昔、 娘f客気、 無火気。 第五層之格目、 性厚J精、

学康度大、 心虚気静。 」

「盛宣懐奏陳関緋南学公学情形疏j第三草

注29 r我35歳(前十一年)任南洋公学特班教習。 那時候南洋公学還止有小学中学的学

生;因沈子培監督之提議、 招特班生40人、 都是間長古文的 ， 擬段以外国詰及経114:と下:、

備将来経済特科之選。 我充教授、 而江f&組、宣君、j折泊;王星上白石相継為学l長。 学生|当



由請書、 写日記。 i基我批改。 学生除在中学師r!)[習失火外、 イf!出，1，' � I本えi'l句;北イベ{定

説日語、 但能看書、 日IJ用我的看書法教他11"J、 他11"J坑試詳ili o イリ� ) j 出火 'ゆく、 也.1えN

改。 40人中以HI�間泰(今名力子) 、 供允件、 王世徴、 IlJJ十品ít、 l没祖It.iJ、 調Uj七(今γl

元量)、 李同(今出家号弘一) 、 黄炎倍、 項脇、 同点|υl諸ィI� Þl'両州J1-: () J 

禁元培「記三十六年以前之南洋公学特腕J r交通大学40)占J I，y記念特I:IJ Jド. 52 

「察元培伝J近代史研究所 人民出版社 1983年 ド 1 1 ----- l2 

注30 黄炎培「敬悼吾師奈子民先生J 度「大公報J 1 9 4 0. 3. 23 

注31 í公学所致、 以通達司」国経史大義、j￥植似抵為基礎。 以I)� I主|政治家1=1 4:法日I�文部為

指師、 略倣法国国政学堂之意。 而工芸機器製造破冶諸学. • 各就質性中目近者、 令其

各認専用、 略通門経、 既挑出 師 専門学堂鮮習。 其在公学終始 卒 業者、 則以 専学政治

家之学為断。 J (同注28掲書)

注32 r臣今設立南洋公学、 務取国政之義、 以行達成之寅。 f Jtt沙く欽定単科、 賞以内政、

外交、 理財。 嗣後、 毎年年終大考後、 首将学生名籍及考定等級詳細造illt、 杏送各該

省学政、 存候郷試年、 分調取録送。 J

「 答 集 商 指 開始南洋 公学摺 J

注33 r大清徳宗景皇帝実録J巻420 光緒--卜四年丘)�炭午の条

注34 陳青之「中国教育史J (1936年flJ) p. 573 

注35 丁致鴨 編 「中国近七 十 年教育記 事 J r. 15上段

注36 r直到光緒28年、 張百照的欽定学堂章程始正式規定師範教育系統、 但不過附設j玲直

系学堂内、 尚未成独立的組織」

陳青之「中国教育史J (1936年刊) p 597 

注37 r光緒28年奏定章程中規定中学附設師範、 招収貢監康増附入学鮮業、 凶年卒業o I自j

等学堂附設師範及大学堂師範館、 招収挙長生監入学鮮業。 這算削i範教育有了系統

但不是独立的組織。 」

陳啓天「最近鮒年中国教育史J P. 597 

注38 多賀秋五郎 f近代中国教育史資料 ・ 消末編J 1972年 日本学術振興会P. J :�b 

注39 多賀秋五郎「近代中国教育史資料 ・ 清末編J 1972年 日本学術振興会 lコ.:n

注40 r光緒22年5月初二日( 1896. 6. 12) jf柵左侍郎李端柔奏請推広学校摺」朱有 坂

編「中国近代学制史料J第一輯下冊 華東師範大学出版社 1986年 P.484-----488 

注41 r光緒22 (1896)年7月管理局書局大臣係家偏 議後開緋京師大学堂摺」



同注5 P. 622 � 626 

注42 張之洞「伺j学篇J t6)J �七. �11j糊占院 1888年 j下1>. 2 � :3 

注43 東 京 大学 中 国 哲学三玉 川 r 1'1 J国忠惣!とJ 効J'，:L書房 1966 P. 203 

注44 荘 吉 発 r京師大学堂 J P. 7 1主1\7.什的大学文学院 1970年

注45 陳宝沢等編I r大清徳;jミ呆皇 帝実録J華火 占j司 影EIJ本 1964 巻424 P . 8 

注46 梁啓超「戊成改変記J巻四 文海U1J版社影[IJ本 1964 P. :3'�7 

注47 劉錦藻r 1青朝続文献通考 J 上海・ 商務EIJ 書 館 方有文itII本 1936年 第二間

巻106 r 学 校十三J P. 8468 

注48 i予新城編「中国近代教育史資料」教育ll'，版社 1963年 中ill} P. 549 

注49 朱 寿 朋編 「 光緒朝東 輩 録j (九)文前j出版社影印本 1963年 P. 4800� 480/1 

注50 r光緒24年5月15日(1898. 7. 3)総出街門篇議京師大学堂章程J (r学制史料

J P. 662 � 663) 

注51 王 暁秋 「京師大学堂之 成 立 j (r北京大学学報J 1978 (.1ミ第3W� P. 1 1 1) 

注52 丁致鴨編 「 中国近七十年教育記事 J P. 1 ()上段ならびに下段。) . - )� 及び11月1� Hの

条

注目 「欽定大学堂章程」多賀秋五郎前掲書P. 136�137 

注54 r奏定優級師範学堂章程J多賀秋五郎前尚喜P. 313 -----321 

注目 王画初「記優級師範飴J (r北京大 学 五十周年記念特flJ J P. 8 � 9 ) 

注目 徳宗帝の詔勅は「聖賢義理の学を以てその根本となし、 又すべからく切実に凶学の

時務に通じ、 中西並重してその会通を計る」というものである口 ( ，王建限l皇制l

道戚同光奏議J上海' 久敬斎 1902年 巻七 変法類 学堂P. 7) 

注目 朱 寿朋編「光緒朝東華録j (九) P. 5108 

注58 r大清法規大全続編J巻一 学堂総章 子: 部奏請宣示教育宗 旨 摺 光緒32年3 n 1 

日

注目 荘吉発「京師大学堂J 1970年 P. 67 

注60 向上

注61 同注23 P. 74 

注62 郷樹文「北京大 学 最早期的回憶J (r北京大 学 五十周年記念特刊J P. 3) 

注63 r蘇報J 1903年2月初10日、 時事要間議録転身大公報要事P. 54 

注64 朱 寿朋編「光緒朝東華録J (七) P. 3773 



注65 向上(九) P. 4801 

2予新城編 「 中国近代教育史資 料J 1111111 教育山版社 1961年 1> J(Ì(J � Jfì 1 

注66 王画初 前掲論文P. 9 

注67 r夫中国之有師範学校、 白光�<M 28年始。 以18J之自立師範学校、 ':_I iill州。 以 f J 

省之大、l盟関々人之来、 為同組知識と弘、 líü保此子。 l

喜子新城編「中国近代教育史資料Jがr IJ長季子九録l第11 iIIt、 |教育録J巻 ーより

51し1たところによる。

注68 r中国近代教育文選J人民教育出版社 1983年版P. 3] 5 

注69 向上

注70 向上

注71 r雌然由上之説、 須熱心教育之大臣言之、 須願進国民知識之政府行之。 非草野所f改

必也 。 無己則為我同類之民、 FJt興教育日IJ 立 r"lï範。 J

「通州学校議J同任:68掲書

注72 丁致料編「中国近七十年教育記事」

注73 張審「突卯東遊日記J 1903年

注74 同前掲書

注目 「交通大学校史J (1896----- 1949年)上海教育出版社1986年版 P. 21'"'"'27 


